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１ いじめの防止等の対策に関する基本的な方針と概略

本校は茨城県が定めた方針を基にして「いじめ」の未然防止、早期対応に向けて取り組んでいくこととす

る。

(1) はじめに

(2) いじめの防止等に対する基本理念

（いじめの禁止）
第４条 児童等は、いじめを行ってはならない。 （いじめ防止対策推進法）

（学校及び学校の教職員の責務）
第８条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域

住民、児童相談所その他関係者と連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取
り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切か
つ迅速にこれに対処する責務を有する。 （いじめ防止対策推進法）

（保護者の責務等）
第９条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がい

じめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指
導を行うよう努めるものとする。

２ 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから
保護するものとする。

３ 保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等
のための措置に協力するよう努めるものとする。（いじめ防止対策推進法）

(3) いじめ防止のための基本姿勢

①魅力ある学校づくりを行い、生徒の豊かな心を育み、いじめの未然防止に努める。

②いじめの早期発見に努め、認知した場合、組織で迅速に対応する。

③全ての生徒及び教職員のいじめ問題に関する意識を高め、学校全体でいじめ問題に積極的な生徒指導

で取り組む環境を整える。

・いじめは人権侵害・犯罪行為であり、「いじめを絶対に許さない」学校をつくる。

・いじめられている子どもの立場に立ち、絶対に守り通す。

・いじめる子どもに対しては、毅然とした対応と粘り強い指導を行う。

・保護者との信頼関係づくり、地域や関係機関との連携協力に努める。

(4) いじめの早期発見、早期対応のための取組

①教職員研修の充実

・豊かな心の育成の推進

・「県の基本方針」等の周知と啓発

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長

及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせ

るおそれがあるものである。

本基本方針は、生徒の尊厳を保持する目的の下、茨城県、神栖市、学校、地域住民、家庭そ

の他関係者の連携の下、いじめ問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法（平

成 25年 法律第 71号。）第 13条 の規程に基づき、いじめの防止等（いじめの防止、いじめの早期

発見及びいじめの対処をいう。以下同じ。）のための対策を総合的かつ効果的に推進するため

に策定する。

いじめは、全ての生徒に関係する問題である。いじめの防止等の対策は、全ての生徒が安心

して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめ

が行われなくなるようにすることを旨として行う。

また、全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじ

めの防止等の対策は、いじめが、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行

為であることについて、生徒が十分に理解できるようにすることを旨とする。

加えて、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することが特に

重要であることを認識し、茨城県、神栖市、学校、地域住民、家庭その他関係者の連携の下、

いじめの問題を克服することを目指して行う。

学校は、いじめを受けた生徒を徹底して守り通す責務を有し、いじめを助長することはもと

より、いじめを認識しながら、これを隠蔽し、放置するようなことが決してあってはならない。



- 2 -

・ＱＵの実施と分析(年２回)

・生徒指導リーフの活用

②スクールカウンセラー、心の教室相談員との連携

・生徒・保護者に対する相談窓口の周知（５月～）

・相談員からの通信の配布（毎月）

・校内研修への講師及び授業実践

③いじめに関するアンケートや教育相談の定期的実施

・インターネットを通じて行われるいじめ問題の調査（

・学校のいじめに関する取組状況の点検(学校評価)

・アンケートや個別面談等の結果の集約と周知（ＰＤＦ保存）

２ いじめ防止等のための組織

(1) 「いじめ防止対策会議」の設置（生徒指導連絡会議並びにいじめ防止対策会議）

※毎週水曜日の４校時に実施、必要に応じて緊急に開催。

(2) 「いじめの防止対策委員会」の設置（定例職員会議内）

いじめの防止等を実効的に行うため、「いじめ防止対策委員会」を設置し、月 1 回実施します。いじめ

事案発生時は緊急に開催します。

【活 動】

○いじめ防止基本方針の作成・見直し

○いじめ防止等に関する年間指導計画の作成（生徒指導主事）

○校内研修会の企画・立案（生徒指導主事）

○「学校生活ｱﾝｹｰﾄ」「QU ﾃｽﾄ」の結果の分析及び整理、報告等（生徒指導主事）

○いじめが疑われる案件の事実確認と記録・対応・方針の決定

○要配慮生徒への支援方針決定

〇いじめ等の相談・通報窓口の設置と周知及び対応

３ いじめの定義

（定義）

第２条 この法律において｢いじめ｣とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当

該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インター

ネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感

じているものをいう。 （いじめ防止対策推進法）

※「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童生徒、塾やスポーツクラブ、

ＳＮＳやインターネット等を通じて知り合うなど、当該児童生徒が関わっている仲間や集団（グループ）な

ど、当該生徒との何らかの人的関係を指す。

具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。

〇冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる

〇仲間はずれ、集団による無視をされる

〇軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする

〇ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする

〇金品をたかられる

〇金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする

〇嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする

〇パソコンや携帯電話等のＳＮＳ上で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等

なお、個々の行為がいじめにあたるか否かについては、被害を受けた生徒の立場に立って組織的に個々に行う必要があ

り、本校においては「いじめ防止対策委員会」を中心に全校体制で生徒の実態把握に努める。また、「いじめ」の中には、

生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、犯罪行為として取り扱われるべきと認められるものに発展して

いく事象もあることから、必要があれば教育的な配慮や被害者の意向を配慮した上で、早期に関係機関に相談・通報の上、

関係機関と連携した対応を取ることが大切であると考える。

４ いじめの認知について

全教職員が法に定められた「いじめの定義」を正しく認識し、生徒の小さな変化も見逃さないよう、「いじめ

見逃しゼロ」の積極的な生徒指導に組織で取り組む。いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、｢神

栖第三中学校いじめ対策防止対策委員会｣を活用して行う。個々の行為が｢いじめ｣に当たるか否かの判断は、表

面的・形式的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立って、以下の４つの要件について検証し、積極的

に認知する。

【 構成員】
校長、教頭、生徒指導主事、教務主任、各学年主任、特別支援コーデイネーター、養護教諭、その他校長が
必要と認める者（ＳＣ、ＳＳＷ、いきいき神栖相談員、学校評議員等）で構成する｢神栖第三中学校いじめ防
止対策委員会｣を置く。（いじめ防止対策推進法第22条より）
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①行為をした者（A）も行為の対象となった（B）も生徒であること

②AとBの間に一定の人的関係が存在すること

③AがBに対して心理的又は物理的な影響を与える行為をしたこと

④当該行為の対象となったBが心身の苦痛を感じていること

いじめには、多様な態様があることに鑑み、法の対象となるいじめに該当するか否かを判断するに当たり、

｢心身の苦痛を感じているもの｣との要件を限定して解釈しないように努める。

本人がいじめられていることを否定する場合が多々あることを踏まえ、当該生徒の表情や様子をきめ細かく

観察するなどして確認する。

個々の行為が｢いじめ｣に当たるか否かの判断において、いじめられた生徒の主観を確認する際に、行為の起

こったときのいじめられた生徒本人や周辺の状況等を客観的に確認する。

｢一定の人的関係｣とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の生徒や、塾やスポーツクラブ等当

該生徒が関わっている仲間や集団（グループ）など、当該生徒と何らかの人的関係を指す。

｢物理的な影響｣とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理矢理させら

れたりすることなどを意味する。

けんかやふざけあいであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査

を行い、生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。

インターネット上で悪口を書かれた生徒が、そのことを知らずにいるような場合など、行為の対象となる生

徒本人が心身の苦痛を感じるに至っていないケースについても、加害行為を行った生徒に対して法の趣旨を踏

まえた適切な指導、対応等を行う。

好意から行った行為が意図せずに相手側の生徒に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合、軽い言葉で

相手を傷つけたが、すぐに加害者が謝罪し教員の指導によらずして良好な関係を再び築くことができた場合等

においては、｢いじめ｣という言葉を使わず指導するなど、柔軟な対応による対処を行う場合もある。ただし、

これらの場合であっても、法が定義するいじめに該当するため、事案を｢神栖第三中学校いじめ対策防止対策委

員会｣へ情報共有する。

５ いじめの防止等に関する措置について

｢神栖第三中学校いじめ対策防止対策委員会｣が中核となり、以下に示す学校におけるいじめの防止、いじめ

の早期発見及びいじめへの対処等に関する措置について実効的・組織的な対応を行う。

(1) 学校いじめ防止基本方針に基づく各種取組

① 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正

② 学校いじめ防止基本方針における年間計画に基づく、いじめの防止等に係る校内研修の企画や計画的

な実施

③ 学校いじめ防止基本方針が、学校の実情に即して適切に機能しているかについての点検と見直し（PD

CAサイクルの実行）

(2) いじめの防止等に関する措置

① 未然防止のための取組

いじめの未然防止のため、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う。

○ 生徒指導の３つの機能を生かしたわかる授業づくり（話合い活動を取り入れた授業）

・自己存在感および自己有用感を与える 「神三授業スタイル」の実践

・共感的人間関係を育成する ⇒ ・「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善

・自己決定の場を与える ・グループによる協働学習

※【中学校学習指導要領『総則』第３章第４節「(2) 生徒指導の充実」】

「生徒が、自己の存在感を実感しながら、よりよい人間関係を形成し、有意義で充実した学校生活を送

る中で、現在及び将来における自己実現を図っていくことができるよう、生徒理解を深め、学習指導と関

連付けながら、生徒指導の充実を図ること。」

○ 人権教育の充実……全教科・領域での実践

（例）「道徳」における人としての心の教育

「学級活動」における望ましい人間関係づくり

「体育」における互いの協力、運動技能や体力の向上

○ 学校生活および行事における自尊感情の高揚

自他が認め合う仲間づくりを学校教育活動のあらゆる場面で展開する。

（例）自他の意見の相違があっても、互いを認めながら建設的に調整し、解決していける力や、自分の言

動が相手や周りにどのような影響を与えるかを判断して行動できる力など生徒が円滑に他者とコミ

ュニケーションを図る能力を育てる。（｢ソーシャルスキル・トレーニング｣、｢ピア（仲間）・サポ

ート｣等）

実行委員を活用した各種行事の活動や縦割団（主に体育祭等）による異学年交流活動の計画的

実施。

○ 定期的な教育相談等の実施

・教育相談（年３回：７･11･２月）の場を積極的に設定し、生徒が教師に心を許せるような関係を築く。

・生活ノート「さみどり」を通し、生徒理解に努める。
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○ 生徒が活躍する場の設定（生徒会活動の活性化）

・学級での係や当番活動、委員会活動、部活動など生徒が活躍する場を設定することで心の充実を図る。

・生徒会によるいじめ未然防止やいじめ撲滅のための取組を実行する。

（例）生徒集会、いじめに関するフォーラム、掲示物（ポスター、標語）の作成など

・ＱＵを活用した「ルール」と「リレーション」のある学級づくりの推進

○ 情報モラル教育の推進

・インターネット上で情報が拡散すると完全な消去は困難であることから、生徒がインターネットの使

用について自ら判断し、適切に活用できるよう、情報モラル教育を行う。

（例）ケ－タイ・スマホの使い方について家庭内のルール作りの推進

茨城県メディア教育指導員及び企業からの講師の招聘

○ いじめ等に関する相談や情報提供ができる窓口の周知

・生徒や保護者等に「子どもホットライン」や「いばらき子どもＳＮＳ相談」、「いじめ・体罰解消サ

ポートセンター」の周知を図るなど、生徒が心に抱える不安や悩みを相談できる具体的な窓口や連

絡方法について改めて周知する。

○ 生徒の自殺予防

・自殺につながるような生徒の言動に注意し、自殺の未然防止のための組織的対応を図る。

・「 不登校重大事態」に関わる生徒への対応を早急に行い、その原因と今後の指導について組織的対

応を図る。

・教師は「ゲートキーパー」として悩んでいる生徒に気付き、声をかけ、話を傾聴し、必要な支援に

つなげ、見守ることを通して、生徒に寄り添い、生徒を支える存在となるよう研修の充実を図る。

※資料 「教師が知っておきたい子どもの自殺予防」（平成21年3月文部科学省）より

○自殺直前のサインへの注意

○対応の原則 「ＴＡＬＫの原則」

・Tell：言葉に出して心配していることを伝える。

・Ask：「死にたい」という気持ちについて、率直に尋ねる。

・Listen：絶望的な気持ちを傾聴する。

・Keep safe：安全を確保する。

○対応の留意点

・ひとりで抱え込ませない

・急に子どもとの関係を切らない

・「秘密にしてほしい」という子どもへの対応

・手首自傷（リストカット）への対応

○ 以下に示す特に配慮が必要な生徒については、日常的に、当該生徒の特性を踏まえた適切な支援を

行うとともに、保護者との連携、周囲の生徒に対する必要な指導を組織的に行う。

・発達障害を含む、障害のある生徒

・海外から帰国した生徒や外国人の生徒、国際結婚の保護者を持つなどの外国につながる生徒

・性同一性障害や性的指向・性自認に係る生徒

・東日本大震災により被災した生徒又は原子力発電所事故により避難していている生徒

・新型コロナウイルス感染症等を理由とした差別や偏見を受ける可能性のある生徒

② 早期発見に向けた組織的取組

いじめは、大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするな

ど、気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを認識する。

日頃から生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようにす

るとともに、教職員相互が積極的に生徒の情報交換を行い、情報を共有する。

グループ内で行われるいじめについては、被害者からの訴えがなかったり、周りの生徒も教職員も見逃し

やすかったりするので、日頃より生徒の動きを観察し、注意深く対応する。

ささいな兆候を見逃さず、｢いじめではないか｣との疑いを持ち、隠したり軽視したりすることなく速やか

に｢神栖第三中学校いじめ防止対策委員会｣に報告し、積極的に認知を行う。
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生徒が自らSOSを発信すること及びいじめの情報を教職員に報告することは、当該生徒にとっては多大な勇

気を要するものであることを理解し、生徒からの相談に対しては、｢事実｣と｢心情｣を傾聴し、｢神栖第三中

学校いじめ防止対策委員会｣に報告後、迅速に組織的な対応を行うことを徹底する。

○ 観察・状況把握の重視……生徒指導連絡会議並びにいじめ防止対策委員会（週１回：水曜日の１校時）

【観 察】

・生徒間同士の人間関係の変化

・生徒の表情及び言動の変化

日常の学校生活（授業・休み時間）での様子

生活ノート「さみどり」を活用した生徒の心情の把握

・いじめチェックリストの活用（学校用、家庭用）

【調 査】

・生活アンケート(年２回)

・いじめに関するアンケート（毎月実施、結果は三年間保存する）

※アンケート等で気になる回答については、必ず｢○○◇学校いじめ防止対策委員会｣に報告し、

速やかに臨時的な教育相談を行うなど適切に対応する。

・ＱＵ(年２回：７月と１２月、結果は三年間保存する)

※いじめの発生・深刻化の予防やいじめを受けている（児童・生徒）の発見に活用する。特に非

承認群、侵害行為認知群、学級生活不満足群、要支援群の（児童・生徒）については、｢神栖第

三中学校いじめ防止対策委員会｣で情報を共有し、適切な対応を行う。
・悩み相談（随時）

・教育相談（年３回：７月、10月、２月）：担任による面談、担任外による面談

【情報提供】

・学級の生徒からの情報提供

・部活動の生徒からの情報提供

・保護者・地域の方からの情報提供（家庭訪問・電話連絡・ＰＴＡ行事への積極的な参加）

・授業を担当する教師からの情報提供

・関係する生徒からの情報提供

【相談窓口】

・保健室や相談室等で養護教諭やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、心の相

談員等に相談ができることを周知する。

・電話相談やSNS相談窓口について周知する。
☆神栖市教育に関する悩みの相談室

市 電話相談 0299-77-7544（平日 9：00～16：00）

内 ☆神栖市子ども福祉課 電話0299-90-1205

☆不登校生徒保護者対象相談：いきいき神栖 電話：0299-97-2816（平日 9：00～16：00）

☆いじめ・体罰解消サポートセンター（鹿行） 電話 0291-33-6317（月～金 9:00～17:00)

☆｢いじめなくそう！ネット目安箱｣ rokkouijimekaisho@edu.pref.ibaraki.jp

市 （茨城県いじめ・体罰解消サポートセンターのホームページから）

内 ☆子どもホットライン 電話 029-221-8181 （毎日24時間対応）

以 FAX 029-302-2166

外 Eメール kodomo@edu.pref.ibaraki.jp

（子どもホットラインで検索してホームページから）

☆24時間子供SOSダイヤル 0120-0-78310（なやみ言おう） （24時間）

（PHS、IP電話からはつながりません）

☆いばらき子どもSNS相談（令和5年4月1日～令和5年3月31日、18：00～22：00）

☆こころのSNS相談＠いばらき（毎日、17:00～22:00まで、土日祝日や年末年始も相談）

☆茨城いのちの電話 電話 029-855-1000

☆いばらきこころのホットライン 029-244-0556（月曜日から金曜日）0120-236-556（土日）

○ いじめの把握と内容の確認

・いじめられた本人との面談

・いじめられた生徒の身体の確認

・関係する生徒との面談

・関連する周辺の生徒との面談やアンケート

【資料】いじめの態様の区分(｢児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査｣文部科学省)

・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。

・仲間はずれ、集団による無視をされる。

・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。

・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。

・金品をたかられる。

・金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。

・嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。

・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。
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※いじめであると特定できなくても、疑わしい状況があれば相談したり、アンケートに記入したり

するよう指導する。

③ 早期対応に向けた組織的取組

○ 学校全体での早期発見のための研修

・「学校いじめ防止基本方針」の確認

・スクールカウンセラーや心の相談員との連絡体制の確認

・スクールカウンセラーとのいじめ問題に対する研修

○ いじめられた生徒とその保護者に対する支援

【いじめられた生徒に対する支援】

基本的な姿勢 ・いかなる理由があっても、徹底していじめを受けた生徒の味方になる。

・生徒の表面的な変化から解決したと判断せず、支援を継続する。

・「いじめ防止対策委員会」を中心とした組織を生かした早期対応。いじめの内容の

報告や当該生徒たちの実態の報告を行い、生徒指導主事の主導の下、校長を中心に

今後の方策について決定する。その際、被害者を守り通すことを第一とし、全職員

が協力して、組織的に被害者の心のケアに努める。

事 実 確 認 ・担任を中心に、生徒にとって話しやすい教員が対応する。

・いじめを受けた悔しさやつらさに耳を傾け、共感しながら事実を聞いていく。

・いじめの内容の把握（実態の把握のための聴取とアンケート調査の分析等の実施）

面談を行い、相手生徒からの「金銭面の強要」、「暴行」、「恐喝」等の有無を確認す

る。（例）いじめられた内容の確認、身体のけがの確認、持ち物の確認

支 援 ・学校はいじめを行っている生徒を絶対に許さないことや今後の指導の仕方について

伝える。

・自己肯定感の喪失を食い止めるよう、生徒のよさや優れているところを認め、励ま

す。

・いじめを行っている生徒との今後の付き合い方など、行動の行方を具体的に指導す

る。

・学校は安易に解決したと判断せず経過を見守ることを伝え、いつでも相談できるよ

うに体制を整える。

・「君にも原因がある」とか「がんばれ」などという指導や安易な励ましはしない。

・いじめ問題の解決に向けた環境整備や再発防止について理解を促す。

【いじめられた生徒の保護者に対する支援】

・事実が明らかになった時点で、速やかに家庭訪問を行い、学校で把握した事実を正確に伝える。

・学校として徹底して生徒を守り、支援していくことを伝え、対応の方針を具体的に示す。

・対応経過をこまめに伝えるとともに、保護者から生徒の様子等について情報提供を受ける。

・いじめの全貌がわかるまで、相手の保護者への連絡を避けることを依頼する。

・対応を安易に終結せず、経過を観察する方針を伝え、理解と協力を得る。

○ いじめた生徒とその保護者に対する支援

【いじめた生徒に対する支援】

基本的な姿勢 ・いじめを行った背景を理解しつつ、行った行為に対しては毅然とした態度で指導す

る。

・自分はどうすべきだったのか、これからどうしていくのかを内省させる。

・心理的な孤立感・疎外感を与えることのないようにするなど、一定の教育的配慮の

もとに指導を行う。

事 実 確 認 ・対応する教員は中立の立場で事実確認を行う。

・話しやすい話題から入りながら、うそやごまかしのない事実確認を行う。

支 援 ・いじめの非人間性やいじめが他者の人権を侵す行為であることに気付かせ、他者の

痛みを理解できるよう根気強く継続して指導する。

・いじめは決して許されないことをわからせ、責任転嫁等を許さない。

・いじめに至った自分の心情やグループ内等での立場を振り返らせ、今後の行動の仕

方について考えさせる。

・不平不満、本人が満たされない気持ちなどをじっくり聴く。

・指導プログラムを作成し、順序を追って適切な指導を行うとともに、教育委員会や

保護者間で十分な共通理解、及び連携を図る。
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【いじめた生徒の保護者に対する支援】

・事情聴取後、生徒を送り届けながら家庭を訪問し、事実を経過とともに伝え、その場で生徒に事実の

確認をする。

・いじめを受けた生徒の状況も伝え、いじめの深刻さを認識してもらう。

・指導の経過と生徒の変容の様子等を伝え、指導に対する理解を求める。

・誰もが、いじめを行う側にも、いじめを受ける側にもなりうることを伝え、学校は事実について指

導し、よりよく成長させたいと考えていることを伝える。

・二度と同じことがないように保護者とも連携し、経過を観察する旨を伝える。

・いじめた生徒の観察、相談を担任だけでなく、スクールカウンセラーや心の教室相談員とも定期的ま

たは継続的に行い、心のわだかまりや悩み、不満を和らげる。

〇 観衆、傍観者への支援

基本的な姿勢 ・いじめは、学級や学年等集団全体の問題として対応していく。

・いじめの問題に、教員が生徒と共に本気で取り組んでいる姿勢を示す。

事 実 確 認 ・いじめの事実を告げることは、辛い立場にある人を救うことであり、人権と命を守

る立派な行為であることを伝える。

・いじめを告げたことによっていじめを受けるおそれがあると考えている生徒を徹底

して守り通すということを教職員が言葉と態度で示す。

支 援 ・周囲ではやし立てていた者や傍観していた者も、問題の関係者として事実を受け止

めさせる。

・いじめを受けている生徒が、傍観していた生徒の態度をどのように感じていたかを

考えさせる。

・これからどのように行動したらよいのかを考えさせる。

・いじめの発生の誘引となった集団の行動規範や、言葉遣いなどについて振り返らせ

る。

・いじめを許さない集団づくりに向けた話し合いを深める。

○ インターネットを通じて行われたいじめへの対応

・被害の拡大を避けるため、削除させる等の指導を行う。削除できない場合は掲示板の管理人やプロ

バイダに削除を求めたり、警察や法務局等に協力を求めたりするなどの措置を速やかに講じる。

〈ネット上のいじめの事例〉

ＳＮＳ（ソーシャルネット メッセージを読んですぐに返事をしなかったため、グループから外され、悪口を

ワーキングサービス）グルー 書き込まれた。

プからの仲間はずれ （ネット上のグループから個人を外し、仲間はずれが日常生活にも及ぶ。）

なりすまし投稿・チェーンメ 万引きをしているなど、事実無根のメールを送信したり、それを不特定多数に送

ール 信するよう指示したりする。

（他人になりすましてネット上で活動し、個人の社会的信用をなくす。）

ブログ・ＳＮＳ等への誹謗・ ○○さん、気に入らないなど実名や個人が特定できる表現を用いて攻撃する。

中傷の書き込み （不特定多数のものから絶え間なく誹謗・中傷が行われ、被害が短期間で広がり、

極めて深刻となる。）

サイトへの画像・動画の投稿 友達からプロレス技をかけられている様子を携帯電話で撮影され、過激な画像が

注目されている動画共有サイトに投稿された。

（流出した個人情報は、回収が困難なだけでなく、不特定多数の者に流れたり、

アクセスされたりする危険性がある。）

・インターネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、被害者本人や保護者

に削除の意思を確認し、｢学校ネットパトロールに関する調査研究協力者会議 報告書 学校ネットパ

トロールに関する取組事例・資料集 教育委員会等向け（文部科学省 平成24年9月）〈資料編〉第2章

削除依頼等の対応の基本｣を参考にしながら、削除する措置をとる。必要に応じて法務局又は水戸地

方法務局 鹿嶋支局（〒314-0032 鹿嶋市宮下5-20-4 電話：0299-83-6000）の協力を求める。

・生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに神栖警察署（電話：02

99-90-0110）に通報し、適切に援助を求める。

○ 再発防止のための手立て

・学級、学年でも同様のいじめが起きないように指導する。その際、いじめられた生徒のプライバシ

ーを守ることを心がけ、安心して学校生活を送れるように約束する。

・いじめられた生徒への観察、相談を担任だけでなく、スクールカウンセラーや心の教室相談員とも

定期的に行う。また、その内容を保護者にも伝える。

・いじめに関するアンケートを定期的に行い、実態把握を継続する。
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④ いじめの解消について

いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできないため、いじめが｢解消している｣状態と

して、少なくとも次の2つの要件を満たしている場合に、｢いじめが解消している｣と｢いじめ対策防止

対策委員会｣が判断する。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の

事情も勘案して判断する。

○ いじめに係る行為が止んでいること

被害者に対する心理的または物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含

む。）が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なくとも3か月を目安

とする。

ただし、いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安

にかかわらず、神栖市教育委員会又は｢いじめ対策防止対策委員会｣の判断により、より長期の期間を設

定する。

教職員は、相当の期間が経過するまでは、被害・加害生徒の様子を含め状況を注視して情報を｢いじ

め対策防止対策委員会｣に報告し、期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改

めて、相当の期間を設定して状況を注視する。

○ 被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと

いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害生徒がいじめの行為により心

身の苦痛を感じていないと認められること。被害生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じて

いないかどうかを面談等により確認する。

いじめが｢解消している｣状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏

まえ、当該いじめの被害生徒及び加害生徒については、日常的に注意深く観察する。

いじめが解消している状態に至った上で、生徒が真にいじめの問題を乗り越えた状態として、加害生

徒による被害生徒に対する謝罪だけではなく、被害生徒の回復、加害生徒が抱えるストレス等の問題の

除去、被害生徒と加害生徒をはじめとする他の生徒との関係の修復を経て、双方の当事者や周りの者全

員を含む集団が、好ましい集団活動を取り戻し、新たな活動に踏み出すことを目的に、いじめに対する

措置を行う。

６ 重大事態への対処

いじめの重大事態については、本基本方針及び｢いじめの防止等のための基本的な方針（文部科学大臣決定

最終改定 平成29年3月14日）｣及び｢いじめの重大事態の調査に関するガイドライン（文部科学省 平成29年

3月）｣、｢不登校重大事態に係る調査の指針（文部科学省初等中等教育局 平成28年3月）｣、｢いじめの重大

事態対応マニュアル（茨城県教育委員会 平成31年1月）｣等により適切に対応する。

(1)重大事態の調査と５Ｗ１Ｈに基づいた報告

(2)重大事態の判断について

重大事態に該当する｢疑い｣がある事案については、神栖市教育委員会に報告・相談をして情報共有を図

り、神栖市教育委員会又は神栖第三中学校いじめ対策防止対策委員会が慎重かつ丁寧に判断する。

○ 重大事態は、事実関係が確定した段階で重大事態としての対応を開始するのではなく、｢疑い｣が生じた

段階で調査を開始する。

○ 被害生徒や保護者から、｢いじめにより重大な被害が生じた｣という申立てがあったとき（人間関係が原

因で心身の異常や変化を訴える申立て等の｢いじめ｣という言葉を使わない場合を含む。）は、その時点で神

栖第三中学校いじめ対策防止対策委員会が｢いじめの結果ではない｣あるいは｢重大事態とはいえない｣と考

【生命心身財産重大事態】

第 28条第 1項
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い
があると認めるとき。 （いじめ防止対策推進法）

（例）生徒が自殺を企図した場合、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被っ

た場合、精神性の疾患を発症した場合

・「生命心身財産重大事態」に該当する疑いがある事案については、学校だけ判断することなく、

市教育委員会に相談をし、慎重かつ丁寧に判断する。

【不登校重大事態】

第 28条第 1項
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされ
ている疑いがあると認めるとき。（いじめ防止対策推進法）

・「不登校重大事態」における「相当の期間」は年間約 30日 を目安とする。ただし、日数だけでな

く、状況や状態等、個々のケースを十分把握する必要がある。生徒や保護者から、いじめられ

て重大事態に至ったという申立てがあったときは、重大事態が発生したものとして報告・ 調査

する。欠席期間が 30日に到達する前から、市教育委員会に報告・相談し、情報共有を図る。

※重大事態は、事実関係が確定した段階で対応するのではなく、「疑い」が生じた段階で調査を開

始する。
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えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。

生徒や保護者からの申立ては、学校が知り得ない極めて重要な情報である可能性があることから、調査

をしないまま、いじめの重大事態ではないとは断言できないことに留意する。

※ ここにいう｢認める｣とは｢考える｣ないし｢判断する｣の意であり、｢確認する｣｢肯認する｣といった意味で

はない。よって神栖第三中学校いじめ対策防止対策委員会又は神栖市教育委員会が、いじめがあったと確

認したりいじめと重大被害の間の因果関係を肯定したりしていなくとも、神栖第三中学校いじめ対策防止

対策委員会又は神栖市教育委員会が重大事態として捉える場合があり、調査した結果いじめが確認されな

かったり、いじめにより重大被害が発生した訳ではないという結論に至ることもあり得る。

【ガイドラインによる例示】

① 児童生徒が自殺を企図した場合

② 心身に重大な被害を負った場合

③ 金品等に重大な被害を被った場合

④ いじめにより転学等を余儀なくされた場合

【不登校重大事態の例示】

⑤ いじめにより相当の期間欠席を余儀なくされた場合

(3)重大事態発生時の連絡体制

(4)再発防止に向けた取組について

１重大事態に至った状況の整理と再発防止策の検討

・調査結果において認定された事実に基づき、共通理解の場を設定する。

・重大事態に至った状況の整理を行う。

・いじめの未然防止、早期発見、対処、情報共有等の取組や対応について検証する。

・必要な具体策について十分協議し、速やかに再発防止策を講じる。

２ いじめ防止についての取組確認といじめ防止基本方針の見直し

・「これまで取組に問題がなかったか」、また「重大事態にまで至らせないために不足している取組

はないか」について協議する。

・協議で出された改善点については、学校のいじめ防止基本方針に盛り込み、全職員で共通理解を図

る。

・学校のいじめ防止基本方針を改定した場合は、教育委員会へ報告する。

(5) 関係機関等との連携

学校は次の関係者及び機関等と連携をもって対応していくこととする。

・保護者……被害者と加害者それぞれの保護者に連絡を取り、適切な対応を行う。

・地域……学校評議員、民生委員、青少年相談員や地域住民等と連絡を取り合う。

重大事態の発生

☆ いじめ防止対策委員会 ☆ 市教委へ
校長、教頭、生徒指導主事、教務主任、各学年主任 を基本とする。 連絡・報告
※その他校長が必要と認める者（特別支援ｺｰﾃﾞｲﾈｰﾀｰ、養護教諭、ＳＣ、ＳＳＷ）

【事実確認・調査・情報収集、情報の一本化】
各種関係機関

発見者 ⇒ 担任・学年主任 ⇒ 生徒指導主事 ⇒ 教 頭 ⇒ 校 長

報道等への対応

情報提供 全職員へ周知
説明責任 ☆ 校内サポートチーム ☆

校長、教頭、生徒指導主事、教務主任、学級（学年）担当、
その他校長が必要と認める者（特別支援ｺｰﾃﾞｲﾈｰﾀｰ、養護教諭、ＳＣ、ＳＳＷ）

いじめられた生徒・保護者 その他の生徒への指導援助、 いじめた生徒・保護者
保護者・地域社会への説明と協力要請

重大事態の解消 適切な事後対応

※緊急時には、臨機応変に対応する。
※必要に応じて警察等関係機関にためらわずに通報する。
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いじめ防止

対策委員会
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長
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諭
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務
主
任

いじめ対策委員

報告

生徒指導班
Tel0291-33-6139

保健福祉部
福祉相談センター
鹿行児童分室

Tel 0291-33-4119

いじめ・体罰解消
サポートセンター

Tel 0291-33-6317

その他
の機関

担
任
・

副
担
任

神栖警察署
90-0110

特
別
支
援

いじめ

問題行動

学
年
主
任

情報提供･支援

神栖市役所
こども福祉課

Tel0299-90-1205

鹿行教育事務所

・関係機関……積極的に警察、児童相談所、法務局、教育委員会等の関係機関にも相談する。

保護者

生徒

(6) 重大事態への対応

重大事態が発生した場合の報告等については、法等において以下の流れが示されています。

発生報告【法第 30 条第１項】

・重大事態が発生した旨を、当該地方公共団体の長へ報告しなければならない。⇒

調査【法第 28 条第１項】

・当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、当該重大事態に係る事実関係を明確にす

るための調査を行うものとする。⇒

情報提供【法第 28 条第２項】

・当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等

その他の必要な情報を適切に提供するものとする。⇒

調査結果報告【基本方針ｐ39】【ガイドラインｐ12】

・調査結果について、当該地方公共団体の長へ報告する。

・希望により被害児童生徒又はその保護者の所見をまとめた文書を添付できる。⇒

再調査【法第 30 条第２項】

・報告を受けた地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方

法により、調査を行うことができる。⇒

再調査報告【法第 30 条第３項】

・地方公共団体の長が再調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなければならない。

重大事態の調査は、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とするものではなく、

いじめの事実の全容解明、当該いじめの事案への対処及び同種の事態の再発防止が目的であることを認識する。

○ 学校を調査主体とした場合

神栖市教育委員会の指導・支援のもと以下のような対応に当たる。

① 学校の下に、重大事態の調査組織を設置

｢神栖第三中学校いじめ対策防止対策委員会｣を母体として、当該重大事態の性質に応じて適切

な専門家を加えることを検討する。

客観的な事実認定を行うことができるよう、公平性・中立性を確保するように努める。

② 調査方針の説明等

調査実施前に、被害生徒・保護者に対して、以下の事項について説明する。

・調査の目的・目標

・調査主体（組織の構成、人選）

・調査時期・期間（スケジュール、定期報告）

・調査事項（いじめの事実関係、市教育委員会及び学校の対応等）

・調査対象（聴き取り等をする生徒・教職員の範囲）

・調査方法（アンケート調査の様式、聴き取りの方法、手順）

・調査結果の提供（被害者側、加害者側に対する提供等）

③ 事実関係を明確にする調査の実施

重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ（いつ頃から）、誰から行われ、どのような態様であっ

たか、いじめを生んだ背景事情や生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのよう

学
年
生
徒

指
導
担
当

指導･支援

特
別
支
援

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ

市
教
育
委
員
会

神栖第三中学校

ｱﾄ ﾞﾊ ﾞｲｻ ﾞｰ

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ、 ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ

心の談員 ,相談員学校評議委員
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に対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にする。この際、因果関係の特定を急がず、客

観的な事実関係を速やかに調査する。

この際、被害生徒やいじめに係る情報を提供してくれた生徒を守ることを最優先とし、調査を実施する。

※ いじめを受けた生徒や保護者に対して、適時・適切な方法で、調査の進捗等の経過報告を行う。

④ 調査結果の提供・説明

神栖市の個人情報保護条例等に従って、情報提供及び説明を適切に実施する。

・事前に説明した方針に沿って、被害生徒・保護者に調査結果を説明する。

市長に調査結果を報告する際、被害生徒・保護者は、調査結果に係る所見をまとめた文書を、調査

結果の報告に添えることができることを説明する。

・加害者側への情報提供に係る方針について、被害生徒・保護者に改めて確認した後、加害者側に対

する情報提供を実施する。

⑤ 調査結果の報告

調査結果及びその後の対応方針について、神栖市教育委員会を通じて市長に報告・

説明を行う。

⑥ 調査結果を踏まえた必要な措置

調査結果において認定された事実に基づき、共通理解の場を設定し、重大事態に至っ

た状況の整理を行い、いじめの未然防止、早期発見、対処、情報共有等の取組や対応について検証し、

必要な具体策と再発防止策を講じる。

被害・生徒への支援、加害生徒への指導等を行う。

○ 市教育委員会を調査主体とした場合

神栖市教育委員会の指示のもと、 資料の提出など、調査に協力する。

７ いじめの問題に対する教職員研修の充実

・実践的研修……いじめの未然防止、早期発見・早期対応等に向けた技能の習得、向上を図る。

・事例研究……いじめの具体的な対応方法の組織として共通理解を深める。

・情報モラルへの理解……情報主任と協力し、最新の情報と問題に関する研修を行う。

＜いじめ防止対策年間計画（案）＞

□：教師の活動 ○：生徒の活動 ◇：保護者の活動

取 組 内 容 指 導 の ポ イ ン ト

４月 □：学校間、学年間の情報交換及び指導記録の引継ぎ ・いじめの被害者、加害者の関係を確実に引

□：指導方針及び指導計画等の策定と共通理解、組織づ き継ぐ。

くり【いじめ防止対策委員会・職員会議】 ・全校体制で指導するためにも共通理解を図

る。

□・○：学級開き（・学級目標設定、学級組織づくり、 ・望ましい集団づくりへの「学級のシステム」

人間関係づくり・学級のルールづくり） をつくる

【始業式・学級活動】

□・◇：保護者へ学校いじめ等問題行動に対する方針の ・学校がいじめ問題について、本気で取り組

説明及び啓発【ＰＴＡ総会、学級懇談会】 む姿勢を生徒や保護者に示す。

５月 □：ゴールデンウィーク明け生徒の様子把握 ・生徒が学校での規則正しい生活にリズムを

取り戻すことができるように、生徒の状況

把握と手厚い支援をしていく。

□・○：体育祭の実施（体育祭での人間関係づくり） ・団を中心とした生徒の主体的な活動になる

【全体】 ように留意する。

○：話し合い活動『学級の課題について』 （「自己決定の場を与える」「自己存在感を

【学級活動】 与える」「共感的な人間関係を育成する」）

６月 □・○・ＱＵテストの実施と活用（１～３年） ・１学期の折り返しの時期にあたり、学級の

課題を教師と生徒が共有し、今後の活動に

活かしていく。

・Ｑ－Ｕ調査の実施時期に配慮する。

・小さなサインに気を付け、丁寧に話を聞く。

７月 □・○：教育相談の実施 ・１学期の活動を振り返るなかで、いじめ防

□・○：話し合い活動『１学期の振り返り』 止対策の点検を行う。

【学年・学級活動】 ・１学期を振り返り、生徒指導上の課題を教

□：１学期の生徒指導の振り返り【職員研修】 師間で共有し、次学期へつなげる。

・夏季休業前までの取組の反省と休業後の取組の検討

□：教育相談後の情報交換
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８月 □：中学校区の合同研修会（情報交換等） ・各研修会で、いじめや教育相談等について

【夏季研修会等】 の研修を深め、今後の指導に活かしていく。

□：ＳＣと職員の研修【職員研修】 ・教員としての資質向上を図る。

□：ＳＳＷとの情報交換及び研修【職員研修】 ・地域の方々とふれあいながら働くことを通

□：２学期の生徒指導について共通理解 して、社会に貢献する喜び共生する大切さ

【職員研修】 を体験させる。

□・○：職場体験学習をとおした人間関係づくり

９月 □：夏休み明け生徒の様子把握 ・夏休み明け、生徒の様子の変化に注意する。

□・○：修学旅行をとおした人間関係づくり （必要に応じて保護者と連携）

【学年・学級活動】 ・集団生活のきまり・公衆道徳について望ま

□・○：神盛祭の企画（実行委員会） しい体験をさせる

□・○：グループエンカウンターの実施（学担） ・行事に向けて、活動中の生徒の様子に十分

気を配る。

１０月 □・○：神盛祭の実施（全校生徒）【学年・学級活動】 ・生徒が主体となって活動できるよう、活動

□・○：教育相談の実施 意欲と自覚を促す支援をする。

１１月 □・○：いじめ防止啓発月間【いじめ防止フォーラム】 ・生徒が主体となって、いじめ防止に向けた

○：話し合い活動『学級の課題について』 【学級活動】 取組を進める。

□・〇・◇：三者面談の実施 ・２学期の折り返しの時期にあたり、学級の

□・○：校外学習をとおした人間関係づくり 課題を教師と生徒が共有し、今後の活動に

【学年・学級活動】 活かしていく。

・生徒や保護者の意見を聞き、今後の活動に

活かしていく

１２月 ○：ＱＵテストの実施と活用【学級活動】（１・２年） ・Ｑ－Ｕ調査の実施時期に配慮する。

□・○：話し合い活動『２学期の振り返り』 ・仕事に取り組む姿勢や職場における集団生

【学年・学級活動】 活の在り方を学ばせる。

□：２学期の生徒指導の振り返り【職員研修】 ・２学期の活動を振り返るなかで、いじめ防

止対策の点検を行う。

・２学期を振り返り、生徒指導上の課題を教

師間で共有し、次学期へつなげる。

１月 □：冬休み明け生徒の様子把握 ・冬休み明け、生徒の様子の変化に注意する。

□・○：自然体験学習をとおした人間関係づくり （必要に応じて保護者と連携）

【学年・学級活動】 ・様子の変化については、教師間で共通理解

を図る。

・集団の規律を守り協力して生活することの

大切さを体得する。

２月 ○：話し合い活動『学級のまとめに向けて』 ・新年度の学級編成に向け、人間関係に不安

【学級活動】 を感じ訴えてくる生徒の声を拾う。

□・〇・◇：情報モラル講習会の実施【新入生説明会】 ・様々な場面で情報モラルを推進する。

□・○：教育相談の実施

３月 □・○：話し合い活動『一年間の振り返り』 ・いじめに関する情報を確実に引継ぐための

【学級活動】 資料を準備する。

□：指導記録の整理、進級する学年への引継ぎ資料の作 ・教師による教育活動の反省を参考に、次年

成 度に向け、指導の準備を進める。

□：１年間の反省と次年度の取組の検討（指導方針及び

指導計画の点検と申送り）

【いじめ防止対策委員会・職員会議】

□：中学校区連絡会の実施（欠席がちな生徒等）

＜定期的取組＞

○「いじめ防止対策委員会」は、月１回実施していくが、いじめ事案発生時は緊急開催とする。

○「いじめ早期発見チェックリスト」・「いじめに関するアンケート」は月１回実施し、早期の実態把握に努

める。また、「生活アンケート」や「ＱＵテスト」の結果を分析し、指導に活かす。

○「校内支援会議」を月１回実施し、配慮を要する生徒の共通理解を図る。

※上記の計画は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対応のため変更が予想されることもあります。
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８ 地域との関係

いじめの防止等のためには、地域と学校との連携が重要であるので、地域の大人たちが積極的に生徒に関わ

るなど、家庭や地域社会が一体となって関わる連帯感がもてるような取組をしていく。

(1) 青少年相談員や民生委員等の活用

・あいさつ運動や街頭補導への参加

・祭りや花火大会の巡視

・定期的な生徒会との話合い

・学校行事への参加依頼

(2) 生徒と地域住民との心の結び付きを深める環境づくり

・地域の行事や体験活動への生徒の積極的参加

・学校行事への参加要請

・「カミさん倶楽部」（学校支援ボランティア）への呼びかけ

・七夕まつりへの清掃ボランティア

(3) 地域の住民、企業従事者、商店や商業施設等の経営者等との関係づくり

・職場体験学習の事業所の協力の呼びかけ

９ 参考資料

《参考資料》

【いじめ早期発見のための「いじめチェックリスト」（学校用）】

場 面 観察の観点 チェック

・遅刻、欠席、早退が多くなる。
始業前

・登校してから、身体の不調を訴えることが増える。

・学習意欲が低下したり、忘れ物が増えたりする。

授業中 ・グループ学習の時に、机を離されたり、避けられたりする。

・発言に対し、冷やかしやからかいが多い。

・保健室やトイレによく行くようになる。

・１人で過ごすことが多い。

休み時間 ・職員室に用もなく、意図的に用事をつくって、よく来るようになる。
・昼休み

・他の学級担任の先生や養護の先生へのかかわりを求めにくる。

・遊びの中で、いつも同じ役をしている（させられている）。

・給食のおかずの意図的な配り忘れや不平等な配膳をされる。
給食時間

・特定の子が配膳するといやがられる。

・嫌がる仕事をよく任されている。

・１人みんなと離れて掃除をやらされていることがある。
清掃時間

・みんなが嫌がる分担を行っている。

・急いで１人で帰宅する。
放課後・
部活動 ・部活動を休みがちになる。

・部活動の話題を避けるようになる。

その他 ・グループ分けなどでなかなか、所属が決まらない。

・持ち物や掲示物に落書きされる。
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《参考資料》

【付記】

・平成２６年１２月 １日作成・実施

・平成２７年 ３月３１日改正

・平成２８年 ３月３１日改正

・平成２９年 ４月 ３日改正

・平成３０年 ４月 ２日改正

・平成３１年 ３月２０日改正

・令和 元年 ６月１２日改正

・令和 ２年 ６月２６日改正

・令和 ２年１０月 ２日改正

・令和 ３年 ４月１５日改正

・令和 ４年 ５月１３日改正

・令和 ５年 ５月１８日改正

【いじめ早期発見のための「いじめチェックリスト」（家庭用）】

場 面 観察の観点 チェック

登校する 朝、なかなか起きてこない。
までのよう
す いつもと違って、朝食を食べようとしない。

疲れた表情をしている。ぼんやりとしている。ふさぎこんでいる。

登校時間が近づくと、頭痛や腹痛、発熱、吐き気など体調不良を訴えて登校を渋る。集合場所
に行きたがらない。

友達の荷物をもたされている。

一人で登校（下校）するようになる。遠回りをして登校（下校）するようになる。

途中で家に戻ってくる。

日常にお 服のよごれや破れ、からだにあざやすり傷があっても理由をいいたがらない。
ける家庭生
活の変化 すぐに自分の部屋にかけこみ、なかなか出てこない。外出したがらない。

いつもより帰宅が遅い。

電話に出たがらない。

お金の使い方が荒くなったり、無断で家から持ち出すようになったりする。

成績が下がり、書く文字の筆圧が弱くなる。

食欲がなくなる。ため息をつくことが多くなる。なかなか寝つけない。

持ち物の 自転車や持ち物などがこわされている。道具や持ち物に落書きがある。
変化

学用品や持ち物がなくなっていく。買い与えた覚えのない品物をもっている。

友人関係 遊んでいる際、友達から横柄な態度をとられている。友達に横柄な態度をとる。
の変化

友達の話をしなくなったり、いつも遊んでいた友達と遊ばなくなったりする。

友達から頻繁に電話がかかってきて外出が増える。メール（ブログなど）を気にする。

いじめの話をすると強く否定する。

家族との 親と視線を合わせない。
関係の変化

家族と話をしなくなる。学校の話をさけるようになる。

親への反抗や弟や妹をいじめる、ペットにやつあたりする


